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２０２６年度の加盟登録⼿続きについて（クラブ・実業団） 
 

春寒の候、みなさまにおかれましては益々御清栄のこととお喜び申し上げます。 
⽇頃は、本連盟の活動に御協⼒いただき、誠にありがとうございます。 
さて、２０２６年度の(公財)⽇本卓球協会および本連盟への加盟登録が、下記のとおりとな

りましたのでご連絡いたします。 
 また、本年度の登録⼈数によって、次年度の(公財)⽇本卓球協会主催⼤会の出場数が決定い
たします。昨年度の登録⼈数（第１種⼀般）は、ご協⼒をいただき、増加傾向になりました
が、以前の登録状況には、まだ戻っていない状況です。 

そこで、本連盟では選⼿の意識⾼揚、⼀般種⽬の全国⼤会の参加枠の増加、所競技⼒向上の
ために登録⼈数を元の通り、増加傾向に戻したいと考えております。 

何卒、主旨ご理解のうえご協⼒くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

記 
１．申込⼿順 

(公財)⽇本卓球協会の「登録規程」および(公財)⽇本卓球協会の新会員サイトに従って、
(公財)⽇本卓球協会の「JTTA PARK」から登録申請を⾏ってください。 
※「JTTA PARK」の地区・⽀部につきましては「ｸﾗﾌﾞ・実業団」を選択してください。 
 

２．申込期間 
２０２６年３⽉２⽇（⽉）午前１１時から受け付け開始 
※開始⽇以前には登録申請をしないでください。 
 
 



３．登録料 
（１）『２０２６年度の登録料について（クラブ・実業団）』をご確認ください。 

※本連盟による登録承認後に、請求情報画⾯または請求情報メールから⽀払情報を確認
し、コンビニエンスストアまたはゆうちょ銀⾏ＡＴＭ等を利⽤して登録料の⽀払いを⾏
ってください。 

（２）前年度に登録をしていなくても、それ以前に本連盟に登録していれば「継続チーム」と
いたしますので新規⼊会⾦は不要です。ただし、登録団体名（チーム名）を変更した場合
（以前使⽤していた登録団体名に戻した場合を含む）は、再度新規⼊会⾦が必要です。 

 
４．注意事項 
（１）登録については、①登録規定第 41 条（登録地）を確認して、登録をお願いします。 

第 41 条（登録地）抜粋 
「本協会に登録する者は、各都道府県加盟団体の地域内に居住地、勤務先、学籍地のい
ずれかがある都道府県を登録地とする。  

 居住地とは住⺠登録がなされている所を指し、勤務先とは雇⽤者と雇⽤契約を締結した 
上で、週 7 ⽇のうち 4 ⽇以上勤務する所を指す。」 
 

（２）登録していない選⼿は、以下の⼤会に出場することはできません。団体戦における監督
・コーチ・アドバイザーなどを含みます。 
①(公財)⽇本卓球協会主催の全国⼤会およびその予選 
②本連盟が主催する⼤会 
※ただし、全国中学校⼤会、国⺠スポーツ⼤会は除きます。 
 

（３）団体戦種⽬の以下の⼤会における監督・コーチ・アドバイザーは、全国⼤会および千葉
県予選会において『役職者』登録が必要です。 

    ①全⽇本クラブ卓球選⼿権⼤会 
  ②全⽇本実業団卓球選⼿権⼤会 
  ③全国レディース卓球⼤会 
  ④全国ホープス卓球⼤会 
  ⑤全⽇本卓球選⼿権⼤会（団体の部） 
  ⑥全国ホープス選抜卓球⼤会 
  ※その他⼤会については、各⼤会要項を確認ください。 
 
 
 
 



５．ゼッケンおよび役職者章の送付 
２０２６年３⽉９⽇（⽉）頃から送付開始 
①２０２６年度ゼッケンの発送については、上記⽇程より随時⾏います。 
②登録料の⽀払いを確認してからゼッケンおよび役職者章を送付します。 
③ゼッケンおよび役職者章の送付には、登録料の⽀払いを⾏っていただいてから、７⽉頃

までは２週間から３週間程度、それ以降は１週間から２週間程度の⽇数が掛かります。
それ以上経過しても届かない場合にはお問い合わせをお願いします。 

④⽊曜⽇に、郵便局で⼿続きした場合は、郵便事情により⽉曜以降の到着する事があり 
ます。 
 

６．その他 
（１）本年度の登録⼈数により、次年度の(公財)⽇本卓球協会主催⼤会の出場数（参加枠）が

決定します。 
（２）本連盟主催⼤会に参加するためには登録が必要です。 
（３）本連盟主催⼤会の要項および参加申込書は、「⼀般社団法⼈千葉県卓球連盟ホームペー

ジ」からダウンロードしてください。 
（４）ゼッケンおよび役職者章の紛失等の場合は、下記までお問い合わせください。 
  ①ゼッケンの紛失、書き損じ等の場合‥‥１枚・５００円でお分けします。 

②役職者章の紛失等の場合     ‥‥１個・１,０００円でお分けします。 
以上 

７．問い合わせ先 
⼀般社団法⼈千葉県卓球連盟  事務局⻑ 安⻄ 弥⼀郎 

〒273-0853 船橋市⾦杉 8-7-10 
メール cttf2024@amail.plala.or.jp 
ＦＡＸ   047-448-7154（事務局⽤） 

誠に申し訳ありませんが、原則メールでお願いします。 



令和８年２月６日 

一般社団法人千葉県卓球連盟 

 

 

２０２６年度の登録料について（クラブ・実業団） 

 

 

２０２６年度の登録料は、以下のとおりです。(公財)日本卓球協会の「登録規程」および(公財)日本卓球協会の

新会員サイト、(公財)日本卓球協会の「JTTA PARK」から登録申請を行ってください。 

(公財)日本卓球協会のみまたは本連盟のみの登録はできません。 

 

１．登録会員 

 『選手』、『選手兼役職者』、『役職者』としての登録です。『選手』には(公財)日本卓球協会指定ゼッケンを１枚

配付します。『選手兼役職者』には(公財)日本卓球協会指定ゼッケンを１枚と(公財)日本卓球協会指定役職者章を

１個配付します。『役職者』には(公財)日本卓球協会指定役職者章を１個配付します。 

なお、本連盟では「個人」というチーム名称での登録申請は承認していません。一人のチームであっても、必ず

「個人」ではないチーム名称で登録申請をお願いします。 

 

２．登録システムの地区支部【クラブ・実業団】 

チーム 

区 分 

所 属 

区分Ⅰ 
所属区分Ⅱ 

登 録 料 

合計金額 

（１名につき） 

登録料の内訳 

千葉県卓球連盟 日本卓球協会 

新規入会金 

（チーム） 
登 録 料 登 録 料 

クラブ 

実業団 

選手 

第１種 

一般 
３,５００円 

１,０００円 

※１ 

2,000円 1,500円 

第４種 

中学生 
１,０００円  300円 700円 

第５種 

小学生以下 
１,０００円  300円   700円 

第６種 

教職員 
３,５００円 2,000円 1,500円 

選手兼 

役職者 

第１種 ＆ 

第８種（役職者） 
６,５００円 3,500円 3,000円 

第１種 ＆ 

第８種（教職員） 
５,５００円  2,500円 3,000円 

第６種 ＆ 

第８種（役職者） 
６,５００円  3,500円 3,000円 

第６種 ＆ 

第８種（教職員） 
５,５００円  2,500円 3,000円 

役職者 

第８種（役職者） ３,０００円 1,500円 1,500円 

第８種（教職員） ２,０００円 500円 1,500円 

※１．新規入会金は、初年度および登録団体名（チーム名）の変更時に必要です。 

以上 


